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これまで長い間使用されてきた日母分類が今回改訂され、

ベセスダシステムを使用することを日本産婦人科医会が

ん対策委員会が推進し、厚労省もその使用が可能であると

の指針を市町村に通達している。当センターでは世田谷区

から委託を受け、地域住民を対象に子宮頸がん検診を実施

している。そこで 2007年 12月から従来のクラス分類に
加え、ベセスダ 2001の用語を併用し、今後の導入に際し
混乱が生じないよう以下のことを行った。 
1.世田谷区医師会や検診実施機関にベセスダシステムの
併用に関する説明書を配布し、判定基準の周知を図る。

2.従来の報告書と検査システム(PC)を活用し、データの収
集と検討を行う。その結果、2007年 12月から 2008年 8
月までの検診受診者数は 10,446人で、ASC̶US 以上の再
検査や組織検査の精検が指示されたものは 145 人(1.4%)

であった。要精検の内訳は LSIL(36.6%)HSIL(21.4%)ASC̶

US(29.7%)ASC̶H(4.8%)AGC(1.4%)MIC(1.4%)SCC(1.4%)であ

り、ASC̶US は検診受診者数の 0.4％であった。要精検結果

のあった検診実施機関にベセスダ用語を用いた結果報告

を行ったが問い合わせは見られていない。ベセスダシステ

ムの本格導入には子宮頸がん検診に従事する専門医と細

胞検査士の診断基準が統一され、標本不適正や HPV 検査に

対する対応など、市町村や検診実施機関、精検・治療機関

との理解と協力が必要となろう。 


